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特殊切手「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技

大会（寄附金付）」に付加された寄附金の配分団体等

の認可について 

 

（諮問第１１８４号） 

 

 

 





別紙 

審査結果 
日本郵便株式会社（以下「会社」という。）から認可申請のあった平成三十

二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法（平

成 27年法律第 33号。以下「オリパラ特措法」という。）第 15条に基づき発

行された寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金の配分団体及び配分額の決定

並びに当該配布団体が守らなければならない事項及び配分金の使途についての

監査に関する事項については、オリパラ特措法及び同条の規定に基づき適用す

ることとされたお年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和 24年法律第 224号。

以下「お年玉法」という。）の規定に適合していると認められることから、こ

れを認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100分の 1.5に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

適 会社は寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、

寄附金の取りまとめに要する人件

費を計上しているところ、当該費用

の額は適切に積算されており、妥当

なものと認められる。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、

当該費用の額は適切に積算されて

おり、かつ、お年玉法第７条第２項

に定める限度額を超えないことか

ら、妥当なものと認められる。 

 
ア 特殊切手「東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会（寄附金付）」の発

行及び販売並びに寄附金の取りまとめの

ため特に要した費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費 

（イ）金額 

2,440円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び

配分金の使途の監査のため特に要する費

用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費等 

（イ）金額 

33,641円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 60,210,930 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

903,163円）を超えていない。 
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審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（オリパラ特措法第 15 条、お年玉

法第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、特

殊切手「東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会（寄附金

付）」は、公益財団法人東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大

会組織委員会（以下「オリパラ組

織委員会」という。）が調達する

大会の運営に必要な資金に充てる

ことを寄附目的として発行された

ものであり、この場合、オリパラ

組織委員会は、お年玉法第５条第

２項各号の団体とみなされること

がオリパラ特措法によって定めら

れていることから、妥当であると

認められる。 

 また、配分金額の決定について

は、オリパラ組織委員会から事業

費の内訳等の提出を受け、その一

部に充てるものとして、社外有識

者による審査委員会において認め

られたものであることから、妥当

であると認められる。 

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第４項関係） 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金 

を配分する旨を決定した事業の 

実施計画以外の使途に使用して 

はならないこと 

・実施計画を変更しなければな 

らないときはあらかじめ会社の 

承認を受けなければならないこ 

と 

・配分金と他の資金を区別して 

経理すること 

等、配分金の使途の適正を確保す

るために必要な事項が定められて

いると認められる。 

 配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第４項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監

査に応じる義務、監査の実施時期

及び監査の実施方法が定められて

おり、監査に必要な事項が定めら

れていると認められる。 
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特殊切手「東京２０２０オリンピック・パラリンピック  
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団体等の認可について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年７月１９日 

総 務 省 

  



１ 

第１ 制度概要 

１ 日本郵便株式会社による寄附金付郵便葉書等の発行等 

     日本郵便株式会社（以下「会社」という。）は、お年玉付郵便

葉書等に関する法律（昭和２４年法律第２２４号。以下「お年

玉法」という。）第５条第１項及び第２項に基づき、以下の①～

⑩の事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てるこ

とを目的として寄附金付郵便葉書等を発行することができると

されている。 

①社会福祉の増進 

②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防 

③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防 

④原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助 

⑤交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通

事故の発生若しくは水難の防止 

⑥文化財の保護 

⑦青少年の健全な育成のための社会教育 

⑧健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興 

⑨開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護 

⑩地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模

に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。） 

  会社は、同法第７条第１項、第３項及び第４項に基づき、寄

附金をとりまとめた上で、配分団体及び配分金の額を決定する

とともに、以下の事項を定めることとされている。 
・配分金の使途の適正を確保するために配分団体が守らなければ

ならない事項 
・配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結

果に基づく配分金の返還に関し必要な事項 
 
２ 総務大臣の認可 

   会社は、お年玉法第７条第５項に基づき、配分団体及び配分

金を決定し、又は配分団体が守らなければならない事項や配分

金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣

の認可を受けることとされている。 
 
３ 審議会への諮問等 

お年玉法第１１条に基づき、総務大臣は認可を行うにあたり、

寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、情報通信行政・

郵政行政審議会に諮問することとされている。 

  



２ 

４ 「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（寄附金

付）」の発行 
 

   「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ

ック競技大会特別措置法」（平成２７年法律第３３号。以下「オ

リパラ特措法」という。）第１５条に基づき、会社は、公益財団

法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以

下「オリパラ組織委員会」という。）が調達する大会の準備及び

運営に必要な資金に充てることを寄附目的として寄附金付郵便

葉書等を発行することが可能とされている。 

   この場合、オリパラ組織委員会をお年玉法の配分対象団体と

みなして、お年玉法を適用することとされている。このため、

寄附金の配分については、通常の寄附金付郵便葉書等と同様の

手続きをとることとなる。 

 

 

【参考】寄附金配分までの流れ 

 
 

 

 

 

 

会社において寄附金配分団体の公募発表(31.4.19) 

団体からの申請書受付(元.5.15～5.22) 

会社から配分団体に配分額等を通知 

会社から認可申請書提出(元.6.25) 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(元.7.19) 

総務大臣認可 

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 

寄付目的事業を所管する大臣への協議 

会社における審査 



３ 

第２ 寄附金配分の審査について 

 １ 配分申請に係る要件等 

 （1）配分団体の要件 

    配分団体はオリパラ組織委員会のみ（大会の準備及び運営の

事業） 

 

(2) 申請金額（上限） 

      上限額なし。 

      なお、申請は１件のみ。 

 

  ２ 審査方法 

  (1) 形式審査 

    必要書類が提出されていること等、形式的な要件を満たして 

いるかについて審査。 

 

  (2) 配分審査（有識者からなる審査委員会） 

    申請事業が大会の準備及び運営に係るものであること、費用 

の必要性等を審査。 

 

第３ 日本郵便株式会社からの申請内容 

 １ 配分団体・配分金 

   配分団体：オリパラ組織委員会 

配分金：６０,１７４,８４９円 

  

【参考１】寄附金額 

 販売枚数（枚） 寄附金額（円） 

寄附金付郵便切手 

(８２円＋寄附金１０円) 
６，０２１，０９３ ６０，２１０，９３０ 

合計 ６，０２１，０９３ ６０，２１０，９３０ 

 

【参考２】配分原資と配分金 
寄附金額① ６０，２１０，９３０円 

配分費用② ３６，０８１円 

配分金（①－②） ６０，１７４，８４９円 

 

【参考３】事業内容 

東京 2020 オリンピック競技大会開会式の企画運営にかかる事業 

（演出企画、実施運営） 



４ 

 ２ 配分団体が守らなければならない事項 

   配分団体が守らなければならない事項として 

・配分金は、会社が当該配分金を配分する旨を決定した事業

の実施計画以外の使途に使用してはならないこと。 

・実施計画を変更しなければならないときはあらかじめ会社

の承認を受けなければならないこと 

・配分金と他の資金を区別して経理すること 

  等が定められている。 

 

３ 配分金の使途についての監査に関する事項 

配分金の使途についての監査に関する事項として、配分団体 

が監査に応じる義務、監査の実施時期及び監査の実施方法が定

められている。 

 

  



５ 

第４ 審査結果 

   会社から認可申請のあったオリパラ特措法第１５条に基づき

発行された寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金の配分団体

及び配分額の決定並びに当該配布団体が守らなければならない

事項及び配分金の使途についての監査に関する事項については、

オリパラ特措法及び同条の規定に基づき適用することとされた

お年玉法の規定に適合していると認められることから、これを

認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金の額から控

除される次の費用の額が妥当であ

ること。 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに寄附金のとりまと

めのため会社において特に要し

た費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の 100 分の 1.5 に

相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項関係） 

適 会社は寄附金の額から控除する

費用のうち、左記アの費用として、

寄附金の取りまとめに要する人件

費を計上しているところ、当該費用

の額は適切に積算されており、妥当

なものと認められる。 

また、会社は、左記イの費用とし

て、寄附金の管理等に要する人件費

等を計上しているところ、同様に、

当該費用の額は適切に積算されて

おり、かつ、お年玉法第７条第２項

に定める限度額を超えないことか

ら、妥当なものと認められる。 

 
ア 特殊切手「東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会（寄附金付）」の

発行及び販売並びに寄附金の取りまとめ

のため特に要した費用 

（ア）使途 

寄附金の取りまとめに要した人件費 

（イ）金額 

2,440円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及び

配分金の使途の監査のため特に要する費

用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費等 

（イ）金額 

33,641円 

※お年玉法第７条第２項で定める

上限（寄附金額 60,210,930 円の

100 分の 1.5 に相当する額：

903,163円）を超えていない。 

 

 

 

 



６ 

審査基準 
審査

結果 
理由 

寄附金の配分団体及び配分団体

ごとの配分金額が適正に定められ

ていること。 

（オリパラ特措法第 15 条、お年玉

法第７条第３項関係） 

適 配分団体の選定については、特

殊切手「東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会（寄附金

付）」は、オリパラ組織委員会が

調達する大会の運営に必要な資金

に充てることを寄附目的として発

行されたものであり、この場合、

オリパラ組織委員会は、お年玉法

第５条第２項各号の団体とみなさ

れることがオリパラ特措法によっ

て定められていることから、妥当

であると認められる。 

 また、配分金額の決定について

は、オリパラ組織委員会から事業

費の内訳等の提出を受け、その一

部に充てるものとして、社外有識

者による審査委員会において認め

られたものであることから、妥当

であると認められる。 

配分金の使途の適正を確保する 

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第４項関係） 

適 配分団体が守らなければならな

い事項として、 

・配分金は、会社が当該配分金

を配分する旨を決定した事業

の実施計画以外の使途に使用

してはならないこと 

・実施計画を変更しなければな

らないときはあらかじめ会社

の承認を受けなければならな

いこと 

・配分金と他の資金を区別して

経理すること 

等、配分金の使途の適正を確保す

るために必要な事項が定められて

いると認められる。 

 配分金の使途についての監査に 

関し必要な事項が定められている

こと。 

（お年玉法第７条第４項関係） 

適 配分金の使途についての監査に

関する事項として、配分団体が監

査に応じる義務、監査の実施時期

及び監査の実施方法が定められて

おり、監査に必要な事項が定めら

れていると認められる。 

 



参考資料 



１ 特殊切手「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（寄
附金付）」 

 

■販売価格：92 円（82 円＋寄附金 10 円） 

■販売期間：平成 31 年 3 月 12 日（火）～令和元年 5 月 13 日（月）まで 

■販売枚数：1,000 万枚 

■意匠：ミライトア、ソメイティ、東京 2020 オリンピックエンブレム、東京

2020 パラリンピックエンブレム、国立競技場、国立代々木競技場 

 

＜東京 2020 公式ライセンス商品＞ⓒTokyo2020 
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（２）今後、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて発行

される予定の寄附金付郵便葉書等 

 
【令和２年用年賀はがき】 
 

・会社において調整中 

 
【特殊切手「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（寄

附金付）」（寄附金 10 円）】 

 

・令和元年 8月 26 日 販売予定 
 
【特殊切手「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」

（寄附金なし）】 
 
・令和 2年 3月 10 日 販売予定 
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２ 日本郵便株式会社の審査委員及び評価委員 

年賀寄附金審査委員（令和元年７月現在） 

氏 名 主要現職等 

委員長 田中
た な か

 皓
ひろし

 公益財団法人助成財団センター 専務理事 

委 員 浅野
あ さ の

 幸子
さ ち こ

 減災と男女共同参画研修推進センター 共同代表 

 國
くに

松
まつ

 秀樹
ひ で き

 元財団法人キリン福祉財団 常務理事 

 小西
こ に し

 敦
あつし

 静岡県立大学経営情報学部 教授 

 新海
しんかい

 洋子
よ う こ

 特定非営利活動法人市民社会研究所 専門研究員 

 髙
たか

橋
はし

 陽子
よ う こ

 公益社団法人日本フィランソロピー協会 理事長 

 髙宮
たかみや

 洋一
よういち

 城西国際大学環境社会学部 教授 

 野村
の む ら

 義人
よしひと

 公益財団法人三井住友海上福祉財団 専務理事 

 長谷川
は せ が わ

 雅子
ま さ こ

 一般財団法人ＣＳＯネットワーク 事務局次長 

 服部
はっとり

 篤子
あ つ こ

 一般社団法人ＤＳＩＡ 代表理事 

 水谷
みずたに

 衣里
え り

 株式会社風とつばさ 代表取締役 

 茂木
も ぎ

 義
よし

三郎
さぶろう

 元公益財団法人三菱財団 常務理事 

 山内
やまうち

 直人
な お と

 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授 

 

年賀寄附金評価委員（令和元年７月現在） 

氏 名 主要現職等 

委員長 片
かた

山
やま

 正
まさ

夫
お

 公益財団法人セゾン文化財団 理事長 

委 員 
奥山
おくやま

 千鶴子
ち づ こ

 ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長 

川
かわ

北
きた

 秀
ひで

人
と

 IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］設立・代表者 

 佐野
さ の

 亘
わたる

 京都大学大学院地球環境学堂人間・環境学研究科 教授 

 南
な

島
じま

 和
かず

久
ひさ

 新潟大学法学部 教授 

 山賀
や ま が

 昌子
ま さ こ

 ＮＰＯ法人まちづくり学校 理事 
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３ 関係法令条文 

 

○お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第２２４号） 

第二条 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その

発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。  
一 発行の数  
二 販売期間  
三 くじ引の期日  
四 前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数 
五 前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続 

 
（寄附金付郵便葉書等の発行）  

第五条 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便

切手（お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。）

を発行することができる。  
２ 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必

要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。 
一 社会福祉の増進を目的とする事業  
二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を

行う事業  
三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を

行う事業 
四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 
五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事

故の発生若しくは水難の防止を行う事業  
六 文化財の保護を行う事業 
七 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 
八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業  
九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業   
十 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に

生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行う事業 
３ 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発

行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、当該寄附金付

郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年

玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項

のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。  
一 寄附目的  
二 発行の数  
三 販売期間  
四 付加される寄附金の額  

４ 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。 
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（寄附の委託）  

第六条 会社（寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含

む。）から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金

付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につ

き前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社

に委託したものとする。 
 

（寄附金の処理等）  

第七条 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめる

ものとする。  
２ 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金（次条及び第九条を除き、

以下単に「寄附金」という。）の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費

用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金

の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に

要する費用の額を控除するものとする。 
３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五

条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附

金を配分すべきもの（以下「配分団体」という。）及び当該団体ごとの配分

すべき額を決定するものとする。 
４ 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附

金（以下「配分金」という。）の使途の適正を確保するために当該配分団体

が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての

監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるも

のとする。 
５ 会社は、第三項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体

が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する

事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。 
６ 会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公

表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を

当該配分団体に通知しなければならない。 
 

第八条 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全

部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又

は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日

以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書（第

一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。）にその

額が表示されている寄附金とみなす。  
 

（寄附金の経理等）  

第九条 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合

において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充て

るものとする。  
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２ 前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。 

 

第十条 会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間にお

ける寄附金に関する経理状況を公表するものとする。 

 

（協議等）  

第十一条 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附

金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議

会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機

関をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。 
 

（政令への委任）  

第十二条 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、

政令で定める。 
 
（罰則） 

第十三条 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない

場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の

取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。 
 
 
○お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令（昭和３３年政令第２７９号） 

 

（寄附金の配分を受けようとする団体の公募） 

第一条 日本郵便株式会社（以下「会社」という。）は、お年玉付郵便葉書等

に関する法律 （以下「法」という。）第七条第三項の規定による決定をしよ

うとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受け

ようとする団体を公募しなければならない。 
 
（審議会等で政令で定めるもの）  

第四条 法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行

政審議会とする。 
 
 
○平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別

措置法（平成２７年法律第３３号） 

 
第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例 

第十五条 お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和二十四年法律第二百二十四

号）第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定する

もののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充て

ることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織

委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。 
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